
 

「京丹波町特産館　和（なごみ）」の指定管理者の候補者の選定結果について 
 
 
　指定管理者の指定期間の満了に伴い、「京丹波町特産館　和（なごみ）」の指定管理者の候補者を次のと

おり選定しましたので、お知らせします。 
 
１　施設の名称 
　（１）名　称　　京丹波町特産館　和（なごみ） 
　（２）位　置　　京都府船井郡京丹波町坂原上モジリ１１番地 
２　指定管理者の候補者 
　（１）団体名　　　（一財）和知ふるさと振興センター 
　（２）代表者名　　理事長　藤田　義幸 
　（３）主たる事務所の所在地　京都府船井郡京丹波町坂原上モジリ１１番地 
３　指定期間　　令和８年４月１日～令和１８年３月３１日（１０年間） 
４　選定理由 
　　「京丹波町特産館　和（なごみ）」の指定管理者の候補者の選定に当たり２団体からの応募があり、

令和７年１１月１２日に開催した京丹波町指定管理者選定委員会において、審査基準に基づき総合的

に評価し、選考しました。その結果を踏まえ、町では、次の理由により上記団体を候補者に決定しまし

た。 

５　評価結果（１６５点満点） 

 　提出書類に基づく書類審査及びプレゼンテーション審査を実施し、選定基準の項目ごとに各委員（６

名）が評価を行い、総評価点の高い応募者を候補者として選定した。

 評価基準 配点 候補者 Ａ団体

 Ⅰ　町民の平等な利用の確保及びサービスの向上

が図られるものであること。
２０ １５．１７ １１．８３

 Ⅱ　事業計画の内容が、施設の効用を最大限に発揮

するとともに、その管理に係る経費の縮減が図られ

るものであること。

９５ ７０．６７ ５５．５０

 Ⅲ　事業計画に沿った施設の管理を安定して行う

物的能力及び人的能力を有しているものであるこ

と。

３０ １９．３３ １８．００

 Ⅳ　その他町長が施設の設置の目的に応じて別に

定める基準
２０ １３．８３ １２．１７

 
合　　　計 １６５ １１９．００ ９７．５０


